


脳深部刺激療法（DBS）遠隔プログラミングを伴う
オンライン診療に関する説明書

1．はじめに
本書は、脳深部刺激療法（Deep Brain Stimulation：DBS）におけるオンライン診療に伴う遠隔プログラミングの実施に際し、その内容・利点・限界および安全性についてご理解いただき、同意をいただくためのものです。十分にご確認のうえ、不明点は担当医にご質問ください。

2．遠隔プログラミングの概要
（1）目的
遠隔プログラミングは、通院が困難な場合や診療効率向上のために、通信機器を用いて医師が患者様の刺激条件の評価・調整を行うことを目的とします。
（2）実施方法
・インターネット通信を利用し、専用機器・アプリケーションを介して医師が遠隔操作を行います。
・患者様は自宅などのプライバシーが保たれる場所で、患者用プログラマーを用いて、担当医師のプログラマーとインターネット上で通信し参加します。御家族とともに受診される場合は、その旨を診療開始時に医師にお伝え下さい。症状や服薬状況等を正確に伝える必要があります。医師に許可なく、診療に関し録音・録画・撮影は行わないでください。
（3）対面診療との相違点
・対面診療では直接診察・詳細な神経学的評価が可能ですが、遠隔では視覚・音声情報に基づく評価に限定されます。
・触診や緊急対応の即時性において対面診療が優れます。

3．遠隔診療の限界および対面診療への切替
遠隔プログラミングには以下の限界があります。
・神経学的所見の評価が限定的であること
・通信状況に依存すること
・機器トラブルの影響を受ける可能性があること
これらにより適切な評価・調整が困難と判断された場合には，対面診療へ切り替えることがあります。

4．緊急時の対応
遠隔プログラミング中または実施後に異常（例：症状の急激な悪化など）が生じた場合には、説明文書末尾の緊急連絡先に連絡してください。

5．通信機器・情報の取り扱い
・使用機器：患者用コントローラー
個人情報および医療情報は以下の方針で管理されます。
・通信は暗号化されます
・不正アクセス防止のためのセキュリティ対策が講じられています
・診療情報は医療機関の規定に基づき適切に管理されます
ただし、通信の性質上、完全な情報漏洩防止を保証するものではありません。
リスクをご理解頂き受診してください。

6．患者の権利
・患者様はいつでも対面診療への切り替えを申し出ることができます。
・遠隔プログラミングの利用を希望しない場合でも、通常の対面診療は継続され、
不利益は生じません。
・一度同意した場合でも、いつでも撤回することが可能です。

7．同意取得および保管
・本同意は書面または電子署名により取得されます。
・原本は診療録に保管されます。
・同意書の写しを患者様へお渡しします。
※認知機能低下等により判断能力が十分でない場合には、家族または法定代理人から
同意を取得します。

8．同意の更新について
以下の場合には改めて同意を取得します。
・刺激装置の機種変更があった場合
・遠隔プログラミングシステムが変更された場合
・実施条件に重大な変更があった場合
・一度同意を撤回した後、再度利用を希望された場合


【緊急連絡先】

施設名：＿＿＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿

担当部署：＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿＿＿

電話番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（24時間対応の有無：＿＿）


必要に応じて救急要請（119）を行ってください。





















脳深部刺激療法（DBS）遠隔プログラミングを伴う
オンライン診療に関する同意書

私は、脳深部刺激療法における遠隔プログラミングについて、上記の説明を受け、
内容を理解しました。
また、質問の機会が与えられ、十分に納得した上で、本手技の実施に同意します。



患者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

署名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日付：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日


（代諾者が同意する場合）
代諾者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

続柄：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

署名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿




説明医師氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

署名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日付：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
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